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イ ン タ ー ネ ッ トと電子商取引が創 り出す情報文化

Information　Culture　Resulting　from　 Internet　 and 　 Electronic　 Commerce

成沢　広行
’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要 　旨

　イ ン タ
ー

ネ ッ トの普及が ， 新規 ビジネス を生 み だ して い る 。 米 国で は 新車販売の 16％が ，電 了商 取 引

（Electr・nic　Commerce ）で 行われ る よ う に な っ た
。

プ ロ バ イ ダー
（イ ン タ

ー
ネ ッ ト接続サ

ービ ス 堤供事

業者）の 増加，ブ ラ ウザ
ー

（ホ ーム ペ ー
ジ閲覧ソ フ ト）の 機能向上 が，イ ン ターネ ッ ト利用者数の 増 大

とな っ て現 れ，電 子商取引を行 う仮想商店街 をつ くりだ し， ネ ッ トプ レ ッ ク ス （ネ ッ トワ
ー

ク ＋ コ ン プ

レ ッ ク ス ）とよ ばれ る通信回線 を活用 した新規事業 を成立 させ て い る。

　しか し，イ ン タ
ーネ ッ トへ の 参入 者数増大 とともに， トレー ドオ フ な現象が生 じて い る 、，イ ン タ

ー
ネ ッ

ト上 で の 情報の 漏洩 ， 窃盗，知 的所有権侵害，不正取 引，人権侵 害，中傷誹謗，猥褻 図画陳列な どの 事

件が起 き て い る 。
こ の た め ， リス クを軽減 し， 安全性を高め る方策が 国際機関や各国政府 に お い て 論議

され るよ うに な っ た 。

　本論で は ， まず イ ン タ
ー

ネ ッ トと電子商取引 の 発展経緯 と特質に つ い て 分析す る 。 そ して ，イ ン タ ー

ネ ッ トと電子商取 引に よ っ て 情報公開 と情報保護，二 つ の 情報文化が形成 されて い る こ とを示す。 さ ら

に 次世代イ ン タ
ー

ネ ッ トの プ ラ ッ トフ ォ
ーム を構築す るた め の 情報政策と情報文化 の コ ン セ プ トに つ い

て 論 じる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hiroyuki　Narusawa
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　Abstract

　　Internet　and 　Electronic　Commerce 　by　information　technologies　have　 a　great　 social 　 and 　 economic 　iln−

pact．　 The 　number 　of　users 　is　growing　at　an 　alarming 　rate 　and 　has　become　a 皿 ajor 　cultural 　 movement ．

This　 worldwido 　involvement　 ensures 　the　public　of 　information　but　also 　 raises 　 problems 　 about 　 protccting

information ．

　　 Internet　and 　Electronic　Commcrce 　wil ］ open 　up 　new 　possibilities　and 　 new 　information 　culture 　by　this

dialectical　evolution 　which 　are 　competing 　in　the　global　 arona ．

1．イ ン ターネ ッ トの 発展経緯と特質

　 イ ン ターネ ッ トは 69年，米国国防総省傘下 の A

RPA （国防高等研究計画局）の 情報ネ ッ トワ
ー

ク と して 開発 された 。 こ の 情報 ネ ッ トワ
ーク の 当

初の 目的は，自然災害 や核攻撃を受 け た際に ， 米
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国内の 通信経路を確保 し，

一
部の 被害が全体 に及

ばな い 通信 シ ス テ ム の 構築 に あ っ た 。 しか し， こ

の ネ ッ トワ
ー

ク に 85年， NSF （全米科学財 団）

が教育 ・研 究面で の 支援を開始 し ， 次い で NAS

A （米国航空宇宙局）が 宇宙開発面で 相互接続を

行 っ た こ と で ， 情報基盤 の 拡張 が図 られ て きた 。

　 ボーダーレ ス なオ
ープ ン プ ラ ッ トフ ォ

ーム とし

て の イ ン タ
ー

ネ ッ トは 「ネ ッ トワ
ー

クの ネ ッ トワ
ー

ク」 とよば れ，世界全体 で 接続 されて い るホ ス ト

コ ン ピ ュ
ー

タ数は，92年 に百万台，95年に 1千万

台で あ っ た が，97年に は 2千万 台となる 。 そ して，
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97年 6 月で IP 接続 されて い る 国 は 世 界 189力国

中 171力国に 及 び， 1億人以 ．ヒの 利用者が イ ン タ
ー

ネ ッ トに接続 され るに至 っ て い る 。

　 日本 に つ い て み る とイ ン ターネ ッ トに接続 して

い るホ ス トコ ン ピ 。、
一夕の 数は，92年 に 2 万台，

95年に 15万台 で あ っ たが ， 97年 7月に は 百万台に

達 し， 米国の 1
，
183万台に 次 い で 世界第 2 位 で あ

る 。 また ホ ーム ペ ージは 96年 1年間で 延 べ 2，700

万ペ ー
ジ に達 し ，

プ ロ バ イ ダーの 数は，93年 にお

い て 2 社 （AT ＆T　 Jens と ［Li）で あ っ た が ， 95年

に34社， 97年／1月に は 2，383社 （第 1 種電 気通信

事業者／4社，特別 2 種 39社 ，

一
般 2種 2，330社）

を数え ， 日本 の イ ン タ
ー

ネ ッ ト利用者数は 97年12

月で 860万人 に達 した 。 こ う した数字 は年 々 括数

関数的な増加を つ づ けて い る 。

　イ ン タ ーネ ッ トは ，こ れま で 国境の 壁や 組織の

壁に 遮 られ人 手困難で あ っ た様々 な情報に誰 もが

容易に ア ク セ ス で きる 。 電．子メ ール は，垂直的な

階層を水平的な もの と し， 世界 中の 人 々 と リア ル

タイ ム で の 双方向型 コ ミ ュ
ニ ケーシ ョ ンを可能に

した 。 地球規模で の 情報ネ ッ トワ
ー

ク網の 拡充に

よ っ て ， 今 こ う して い る間に も， 世界で は数千万

人の 人 々 が イ ン タ
ー

ネ ッ ト利用 に よ る情報検索や

情報交換 を国境 を越 えて 行い，ネ ッ トサ
ー

フ ィ ン

グと よ ばれ る情報文化を つ くりだ して い る 。

　情報ネ ッ トワ
ー

クは， こ れ に 参加す るメ ン バ ー

の数 に 比例 して ，そ の 効用 も増大する 。 こ れは，

い くら使用 して もな くな らな い と い う情報の 非消

耗性，情報 は オ リ ジナ ル に 対 し加工が 容易で あ る

特性 に，IHi界的規模 で 時空 を克服 しうる情報ネ ッ

トワ
ー

ク の特質が加 わ っ た こ とによ っ て限界効用

逓増が生 じて い るか らで あ る 。

　 イ ン タ
ーネ ッ トの特質 は，集中型 に はな く口立

分散型 に あ る 。 イ ン タ ーネ ッ トが もつ 蜘蛛 の 巣状

の ネ ッ トワ
ー

クは経路接続 コ ン ピ ュ
ー

タで あるル ー

タ
ー

の 切換 え に よ っ て 経路を 自由に 設定す る こ と

が で き る。
こ の た め， 自然災害等に よ っ て ネ ッ ト

ワ
ー

クの 通常経路が 絶たれ て も， 経路制御情報を

操作す る こ と に よ っ て 代替ル ー トを選定 し， シ ス

テ ム を運用 して い くこ とが で きる （経路 自由性）。

こ の ル ータ
ー

は 国境 を越え世界 中の ど こ に で も設

け る こ とが で きる の で，あた か も細胞分裂 を しな
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が ら不断に 増殖を つ づ け る生命体 の よ うに成長 し

て い くこ とがで きる （拡張性）。 そ し て ， 文字 ，

画像，音声 な ど様 々 な 形態 の 情報を ，
パ ケ ッ ト分

割，圧縮 （MPEG ）な どに よ っ て 効率的に 伝送

す るの で コ ス トを節約す る こ とが で きる （経済性）。

ま た ユ ー
ザ

ー
は ， 不特定多数 として地球全体 に散

在 し （匿名性），24時間 ・365日， 時間 と地理 的制

約を受 けず に 全世界的な コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ン を行

うこ とがで き る 。 また，個人で あれ企業で あれ誰

もが容易に世界的規模 の 情報発信者 に なる こ とが

で きる （双方向性）。 イ ン ターネ ッ トに よ る 国際

的な コ ン ピ ュ

ー
タ ・プラ ッ トフ ォ

ーム の 拡充は ，

情報へ の ア クセ ス 手段を多角的に し，コ ミ ュ
ニ ケ

ー

シ ョ ン空 間を拡張 して い る 。 そ れ は， マ イ ク の 使

用 に よ り肉声の 到達距離を拡張 しうる ように，イ

ン タ ーネ ッ トに よ る空間の 拡大は，人々 の 社会的 ・

心理的距離を近づ けて い る の で ある。

2．電子商取引の発展経緯 と特質

　イ ン タ ーネ ッ トを活用 した電子 商取引が事業と

して 成立 しう るよ うに な っ た背景に は ， TCP ／

IP と WWW （World　 Wide　Web ）ブ ラ ウ ザ ーが

デ フ ァ ク トス タ ン ダー ド （事実上 の 世界標準） と

な っ た こ と 。 そ して，プ ロ バ イ ダまで の 回線費用

と接続料 の 低廉化で WWW ．L の ホ
ーム ペ ージ を主

体 とす る ビ ジ ネ ス に 多 くの 利用者 が参入 した こ と

に よる 。 92年 に ス イ ス の 欧州素粒子物理研究所で

WWW が 開発 され る以前は ，
パ ソ コ ン 通信 を利用

した商用オ ン ラ イ ン サ ービス に よ っ て ビジネ ス が

行われ て い た が ， こ れ らは相彑接続 されて い なか っ

た 。 しか し，WWW によ っ て，世界中に分散 して

存在す るホ
ー

ム ペ ー
ジが URL を措定すれ ば検索

しうるよ うに な り，イ ン ターネ ッ トは世界中の 多

くの 会員制ネ ッ トをそ の 傘下に 収める こ とt：：なる 。

電子商取引は，WWW の 閲覧 ソ フ トの 普及 と共 に

電子 メ
ー

ル感覚で 消費者 と企業 と の 直接取引に 活

用 される よ うにな っ た 。

　郵政省電気通信審議会の 96年答申に よる と電 子

商取引は 「情報通信 ネ ッ トワーク内の ビ ジネス 空

間 ・ 社会的空間を提供 し，そ の 中で 一般消費者，

製造業者，サ
ー

ビ ス業者，各種団体等の 取引，相

互交流な どを実現す るネ ッ トワ
ー

ク ビ ジ ネ ス 」 と
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定義 して い る 。 本論で は広義 に 「電子商取引 とは ，

情報 ネ ッ トワ
ー

ク上で 貨幣 ・商品 。サ
ー ビ ス ・情

報を流通させ て 商取引を 行 うこ と 。 取引 に必要な

法剃度 保険機構，暗号技術 ，
マ

ー
ケ テ ィ ン グ活

動な どの 総称」 と し，狭義に は 「商品情報の掲載

受発注 ， 入出金 。決済 ・送金処理 ，
ビ ジネ ス文書

の 交換等をイ ン ターネ ッ トを利用 して 行 う活動」

と定義す る。

　 広義の 意味 の 電子商取 引が 開始 された の は，全

国規模で 銀行間 の ネ ッ トワ
ー

ク シ ス テ ム が 確 立 し

た 70年代 に お い て で ある。現 金 自動 預金支 払機

（ATM ）を用 い た エ レ ク トロ ニ ッ ク 。バ ン キ ン

グが普及 し， 入出金 ， 送金 ， 資金決済 ， 資金移動

が電子デ
ー

タと して 処理 され るよ う に な っ た 。 さ

らに 85年に は ， 米国国防総省にお い て 陸海空 3軍

と軍事産業 を結ぶ電子情報 シ ス テ ム が， CALS
（開発 ・生産 ・調達統合 シ ス テ ム ） と して 開発 さ

れ た 。 こ れは全産業的電子取引 と も呼ばれて い る 。

CALS の 命名は ， 継続 的調達 と製品ラ イ フ サ イ

クル 支援を行い うる 機能 をもつ こ とか ら生 まれた

が ， 調達 と戦略へ の コ ン ピュ
ー

タ支援へ と発展 し，

そ の 後，光速の 電子商取 引 （Commerce 　 At　 Light

Speed）として 定義され るよ う に な る 。
　 C　A 　L　S

の 特質 は，資源の 全世界 的調達，開発 か ら納品 ・

決済ま で の 生 産性 向上 に あ り， 業務の 省力化，効

率化を 目的 と して い る 。

　 イ ン タ
ー

ネ ッ トを活用 した電子商取 引は ，イ ン

タ
ーネ ッ トの 商用 サ

ービ ス が解禁され た 90年頃か

ら始 ま り，95年の米国ユ タ州等で の 「デ ジ タ ル 署

名法」 の 制定，97年 に は ク リ ン トン 大統領が発表

した 「グ m 一バ ル な電子商取引の ため の 5 原則 と

9 課題」に よ っ て 急速 に進展 し， 仮想商店数は拡

大 し， TV シ ョ ッ ピ ン グや通信販売 と共に マ
ーケ

テ ィ ン グの ツ
ール と して 活用 され るように な っ た 。

　 イ ン ターネ ッ ト利用の ビ ジネ ス は ，WWW 上 の

ホ
ーム ペ ー

ジを利用す る こ とに よ り，企業 の 広報

（会社案内 ・製品公告 ， 求人広告），マ
ーケ テ ィ ン

グ事業，イ ン タ ーネ ッ ト ・ シ ョ ッ ピ ン グ ， 座席予

約や宿泊予約， 電子新聞や 電子雑誌等に よ る マ ス

メ デ ィ ア 事業，教育 ・医療分野 などで の 情報 サ ー

ビス と して 活用 され て い る 。

　 ホ
ー

ム ペ ージを利用 した ビジネス の 特徴 は，国
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や地域に制約され る こ とな くど こ に所在 して い て

も開店 ・営業で き，売場面積 ・ 商品数 ・ 商品情報

は制限な く拡張可能で，メ
ー

カ
ー，問屋 小売店，

消費者を結ん だ流通 ル ー トで 生 じる資源消費 もな

い 。 仲介 ・ 流通在庫 ・ 小売 り等 の 取引 コ ス トを軽

減で き，店舗，店員，シ ョ
ーウ ィ ン ドーは ホーム

ペ ージ が代行す る の で ， 施設設備費 ， 人件費， 販

売経費を節減で き る 。 ま た ホ
ー

ム ペ ージ の 検索 や

商取引 は，時間差型の リア ル タイ ム コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に よ っ て 行 われ，自分の 都合を相手 に強要

す る こ とな く，
い つ で も， ど こ に所在 して も可能

で ，取 引を迅速 に行 うこ とが で きる 。

　現在， 世界各国で 電子 マ ネ
ー

の 商用化や 実用実

験 が行 われ て い る 。 電 了
・
マ ネーは，現金 ・ 小切手 ・

ク レ ジ ッ トカ
ー

ド・プ リベ イ ドカ
ー

ド （テ レ フ ォ

ン カ
ー ド等）・商品券の 機能 を電 子的に 行 う もの

で ，決済 をネ ッ トワ
ー

ク ．Eで 瞬時に 低 コ ス トで 行

うこ とが で きる。 また現金 等に必要 とされ るハ ン

ドリ ン グ コ ス トが不要で ， 取 引の 合理化 ・省力化

を図る こ とが で きる 。

　 こ うした潮流に よ っ て 日本 に おけ る仮想商店数

は ， 95年10月に 150店舗だ っ た もの が ， 2年後の

97年10月 に は 6，172店舗 ま で に 増加 した
。 また ，

96年度 の 電子商取引の 市場規模に つ いて み ると ，

米国が 2，686億円に 対 し， LI本 は 285億 円で あ り，

未だ小規模な市場で は あ るが ， 日本 の 対前年伸び

率 は40倍 （95年度 は 7 億円） に達 した
。 また

， 98

年 4月 1 日か ら の 外為 自由化 を始 め と す る金 融

ビ ッ ク バ ン は ， 電子商取引 の 導入に 拍車をか け て

い る 。

　電 子商取引 に安全性と利便性が確保 で き れ ば，

市場 は空 間的 ・ 場所的 に拡大 し，取引 コ ス トが 引

き下 げ られ，市場経済は在庫の な い 経済 ， 生産者

と消費者が直結 した リア ル タイム ・ マ
ーケテ ィ ン

グ が 実現 で き る
。

さ ら に
， 各企業 ・各産業分野が

相互 に連結され たネ ッ トワ
ー

ク型 の 産業構造 が形

成 され る 。 そ して，こ れまで効果的な経済活動 を

行 うた め に ネ ッ ク とな っ て い た 時間的条件 ， 地理

的条件が解放 され，経済格差 と情報格差を均質化

しうる 可能性が あ る 。 今 ， 新た に 形成され つ つ あ

る電子商取引市場 は，ネ ッ トワ ーク相互 を接続す

る イ ン タ
ーネ ッ トと して の 機能だけ で な く， 異業
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種間 ク ロ ス オ
ーバ ー

ネ ッ トワ
ー

ク， 産業間 リ ン ケ
ー

ジ と して の 機能 を も っ て い る 。 イ ン タ
ーネ ッ トの

拡充 は， これま で イ ン トラネ ッ ト （企業内情報ネ ッ

トワ
ー

ク）で あ っ た もの が ， エ クス トラ ネ ッ ト

（企業間情報ネ ッ トワ ーク）と して 結合 され ， つ

づ い て産業間， 国家間の共通晴報基盤 （共通プラ ッ

トフ ォ
ー

ム ）の 構築 へ と進展 して い る 。 国家間の

共通情報基盤 は，民聞組織 と して 世界情報通信基

盤委員会 （GIIC ）が 設立 され るこ と で 国際的

連携が図 られて い る 。

3．情報文化の 二 つ の潮流

　イ ン タ
ーネ ッ トの 普及 に よ っ て ，人 々 の 情報発

信機能が 高ま り， 1億人を超え る人 々 が 自由に 国

境 を越え て情報検索， 情報交換等を行うよ うにな っ

た 。
こ れ は ， 情報文化 の 変革 とみ なす こ とが で き

る。情報文化 とは情報環境に よ っ て もた らされる

生活様式で あ り， 情報環境 とは情報処理活動を行

う行為主体と情報ネ ッ トワ
ー

ク等の 情報媒体を包

み 込む情報化 された空闘をい う。 また，情報化 と

は 資源で あ る情報の 質と量 が他の 資源 に対 し増大

す る こ と に よ っ て 生活の 変化 が表出す る こ とで あ

る c，す なわ ち， 情報文化の 変革 とは 「情報化の 進

展に よ っ て 情報技術の 利活用が促進 され，生 活様

式が変化 す る こ と」 と定義す る 。

　 こ の 情報文化 の 変革の
一一

つ に 清報公開の 潮流が

あ る 、， イ ン タ
ー

ネ ッ トは ， これ ま で 国境の 壁や組

織 の 壁 に遮 られ入手困難で あ っ た様 々 な 情報に ア

ク セ ス す る こ とが で き ， 個人で あれ企業で あれ情

報発信者 とな っ て，情報を世界 に公開す る こ とが

で きる 。 電子商取引市場 は ， 物理 的な店舗 を必要

とせず誰 もが ど こ に所在 して い て も開業 する こ と

が で き ， 電子 メール 感覚で 消費者 と直接取引が で

きる
。

イ ン タ
ーネ ッ トと電子商取引 は

，
こ の よ う

に して 情報公開の 潮流をつ くりだ した 。

　 しか し， そ こ には 両刃の 剣 と して の リス クが あ

る 。
こ の リス ク に よ っ て もた らされて い る文化が ，

情報保護 の 潮流 で あ る。 イ ン ターネ ッ トは，巨大

な コ ピ
ー
機で あ り ， 情報入手と コ ピ

ー
が容易な た

め知的所有権侵害，外交 ・ 防衛な どの 機密情報漏

洩 ， 不正 取引な どの リス クを抱え て お り， そ の 防

衛 手段 と して 国家や組織に よ る情報管理 ， 標準化

な ど の 情報保護が行わ れて い る。

　 こ れまで ，国境 ・組織 ・階層の 壁 に よ っ て 閉 ざ

され て き た 情報が ， 個人 ・ 企業 ・ 国家の 利害 と複

雑に 絡 み，情報を公開するか保護するか の 選択を

迫 る よ う に な っ た 。
こ の よ うな情報文化の 形成は ，

図 1 「情報文化の 二 つ の 潮流」 と して示す こ とが

リス ク

管

理

リターン

自

由

情

報
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　　　 弁証法的発展 に よる

情 報 文 化 の 形 成

　　 Technology　with 　Message
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図 1　 情報文化の 二 つ の 潮流

で きる。 すな わち，イ ン ターネ ッ トに よ るグ ロ
ー

バ ル な情報公開の 潮流は ， 情報を世界に 向けて 発

信 し う る よ う に し た が ，同時に 情報保護の 必要性

を 高め て い る 。 そ して ，こ の 二 つ の 潮流が弁証法

的発展 を遂 げる こ とに よ っ て 新たな情報文化が 形

成 される の で あ る 。 社会集団が共有する価値観 の

枠組みや判 断の 基準をパ ラ ダイム とよぶ なら ， 情

報公開と情報保護が相克す る状況 は ， まさ に パ ラ

ダイ ム シ フ トで あ る。
そ こ で ， 次に こ の 二 つ の 潮

流が ど の よ うに して 生 じて きたか に つ い て論 じる。

3 ． 1　 情報公開の 潮流

　情報公開は，自由主義経済体制に おけ るデ ィ ス

ク ロ
ージ ャ

ーと して ， また社会主義経済体制 に お

い て は グラ ス ノ ス チ として 知 られて い る 。 前者は

民主化原理 と して ，後者は開放化 。 市場経済化原

理 と して 育 まれて きた 。
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　 イ ン タ
ー

ネ ッ トは ， こ の デ ィ ス ク ロ
ー

ジ ャ
ー

の

あ り方に 変革を促 して い る 。 イ ン タ ーネ ッ トを利

用 した企業情報と行政情報の 公開が広が っ て きた

の で ある 。 企業の 株価状況，業績動 向，商 晶開発

の 進捗過程 ， 人事情報， 財務諸表， 決算内容な ど，

こ れまで 文書 に して 投資家 ・ 取引先 ・顧客 などに

郵送 され て い た もの が ， イ ン ターネ ッ トを通 じて

リ ア ル タ イ ム に 開示され る よ う に な り， 大幅に ス

ピー
ドア ッ プ され て き た 。 また行政情報 を公開す

るため の 情報公開法が次第に整備され るよ うにな っ

て き て い る 。

　デ ィ ス ク ロ
ージ ャ

ー
は29年の 米国 ウ ォ

ール 街 の

株価大暴落に よ る恐慌 を契機 に，株式投資 の公正

を期す る た め 生 まれ た
。 ま た グ ラ ス ノ ス チ は85年

に ゴ ル バ チ ョ フ が ソ 連書記長 に就任 して か ら始 ま

り， 90年10月 の 東西 ドイ ツ統
一

， そ の 翌年 の ソ 連

邦の 崩壊に 結び つ い た 。

　米国で は ， 67年に情報 臼由法が制定 され ， 市民

の パ ブ リ ッ クア ク セ ス権 が 認め られて い る。 こ の

法律で は ， 誰で も適用除外規定以外の 公的情報 の

公開を請求で きる，、また 76年の サ ン シ ャ イ ン 法 で

は ， 行政府 が関与す る会議の 日時 ・場所 ・議題 な

どを 国民に 公開 しな けれ ば な らな い と定め ら れ ，

96年か らの 電子情報自由法 （EFOIA ）で は，

連邦の 行政情報は イ ン タ
ーネ ッ トなど の 電子的手

段で 公開するする こ とが義務づ け られて い る 。

　情報公開は 世界各国に広が っ て お り， 次 々 に 情

報公開法が制定 されて い る。 ノ ル ウ ェ
ーとデ ン マ

ー

クは 70年に 公文書公開法を ， オ ラ ン ダ と フ ラ ン ス

は 78年 に情報公開法が，カ ナ ダ とオ ー
ス トラ リア

で は82年に制定 され ， 国や行政機関の 他， 地方公

共団体や特殊法人，公共 サ ー ビス を担 う民 間団体

に対 して も法の 適用が行われ て い る 。

　企業情報 に関す る情報公 開は，情報は売手 と買

手間で 等質か つ 同量 （対称性）で あ る べ き で ， 情

報 に非対称性 があ れ ば市場 は崩壊す る，と い う こ

とが そ の 背景理念 とな っ て い る 。 情報公開に よ っ

て， 自由，公正，公平，透明な市場が確保 で き，

また投資家は知 る権利 を有す る，とい うの がデ ィ

ス ク w 一
ジ ャ

ー
の 考え 方で あ る 。 民 間企業 （プ ラ

イ ベ ー トセ クター）か ら ス タートしたデ ィ ス ク ロ
ー

ジ ャ
ー

は ， 企業経営 ・経済か ら行政 ・官公庁 （パ
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ブ リ ッ クセ クター） へ と波及 した 。 「あ らゆ る 自

由は 知 る権利か ら生まれ ， 民主化は情報公開によ っ

て保証 され る」 の ス ロ
ー

ガ ン が掲げ られ，国民 の

知 る権利 （情報へ の ア ク セ ス 権）の 保障 に向け発

展を遂げ て きた 。

　 しか し， 日本に おけ る情報公開の現状をみる と，

国 レ ベ ル の情報公開法 は 国会に お い て 審議中で あ

り未だ 制定 され て い な い
。

デ ィ ス ク ロ
ージ ャ

ー
に

つ い て み れ ば，イ ン サ イ ダ
ー

取 引規制が存在 し，

企業情報 の 公表要件 と して報道機関 2社以上 に公

開後，12時間以上 経過す る こ とが求め られて い る 。

エ イ ズ薬害， 動燃，住専，官官接待 な どで の 情報

隠 しに み られ るよ うに 日本 に おける情報公開は米

国 ・欧州 に 比 較して 進展 して い な い
，、 日本に お い

て 情報 公開法 制定が論議 され るように な っ た の は，

79年12月 の 「情報公開問題 に 関す る連絡会議」 が

政府部 内に 設置されて か ら で あ る
。

そ して ，83年

に臨時行政調 査会が情報公開制度を 積極的に 検討

す べ き課題 と して 答 申，94年 に総務庁が 「行政情

報公開制度検討室」 の 設置． 95年 3月に 行政改革

委員会の 行政情報公開部会が審議を開始 し，現在

は情報 公開法 案の と りま とめ段階 に あ る 。

　ま た こ う した 情報公開の 潮流 は ， 大学に も及ん

で い る 。 情報 ネ ッ トワ ーク に よ っ て 各大学に 分散

し管理 され て い る図書 ・雑誌 ・マ イク ロ フ ィ ル ム ・

研究者情報が 共通デ ータベ ース と して 利用 しうる

よ う に な っ た 。 情報の 共有化 は ，
こ れ ま で 閉鎖的

で あ っ た研究機関の 壁を と りは らい ，学術情報が

公開 され て き て い る 。 ま た 大学相互 の 交換授業 ，

合同授業，単位互 換な どで 大学機能の 代替 ・ 補完

的なサ
ー ビ ス を提供 しうる よ うにな り， 目的とす

る大学に 所在 しな けれ ば実現 で きなか っ た こ とが，

情報ネ ッ トワ
ー

ク の 活用 に よ り， ど こ に 所在 して

い て も可能 にな っ て い る 。

　 こ の 大学閭ネ ッ トワ
ー

クは ， 大学相互 の 共生 ・

協創関係をつ くりだす こ とが で き る 。 こ れ ま で の

経済原理 が競 争主体で あ っ た の に対し， ネ ッ トワ
ー

クが もつ 経済原理 は協調 と競争 に ある 。 相互依存

性に よ る協調 と競争が内包 され，外延す る こ と に

よ っ て ， 大学全体 の 効率化 ， 活性化が もた らされ

る 。 また，大学間の 情報 ネ ッ トワーク化 は，単 な

る効率化 ・合理化 目的 に止 ま らず ， 水平的な共 同

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japan Information-Culture Society

NII-Electronic Library Service

Japan エnformatlon −Culture 　 Soolety

ネ ッ トワ
ーク に よ り大学相互 の 経営力の 強化，大

学間 の 経営資源 の 活用 に よ っ て 新サ
ービ ス を創造

しう る よ うに な る だ ろ う。

3． 2　 情報保護 の 潮流

　情報保護 の 1 つ に知的所有権が あ る 。
79年に 米

国カ ーター大統領 （就任期間 ：77〜81）は 知的所

有権保護政策を表明 して い る 。 そ して レ
ー

ガ ン政

権 （81〜88）は，82年に 国家安全保 障に係 わ る 情

報保護の 行政命令を施行 し， 国益を損な う情報 の

外国へ の 流 出規制 を図 っ た
。 また 85年 には，米 国

の 競争力低下は知的所有権 の 不備に 起因す る と訴

え た ヤ ン グレ ポー
トが発表され， こ れを契機に ，

レ
ー

ガ ン は 87年の 年頭教書で 技術情報の 保護強化

に よ る国際競争力 の 向上を訴え る 。 ま た ブ ッ シ ュ

政権 （89〜92）は， H米構造問題協議を開始 し，

ク リ ン トン 政権 （93〜96）は ， 技術覇権の 確立 に

向け テ ク ノ ・ ナ シ ョ ナ リズ ム 政策を引き継 い で き

た 。

　 さ ら に米 国国防総省 は ，対 共産圏輸出規制 と連

動さ せ なが ら ， 技術情報 の 保護強化を図 っ て きた
。

82年 の オ プ トエ レ ク トロ ニ ク ス 会議の 発表予定論

文を事前検 閲 し， 1玉溢 を損な う恐れ の あ る論文 の

発表 を差 し止め る。 また 84年 の複合材料会議，87

年の 超伝導商業応用会議へ の 参加資格は，米国民

の み と し，外 国人を シ ャ ッ トア ウ トした
。 そ の他

NASA 報告 書の 配布 先規制，米国 エ ネ ル ギー省

デ ータ ベ ー
ス ・ア クセ ス の 外 国人 に対す る利用 制

限，米国の 大学 ・研究所 へ の 外国人留学生 ，研 究

者の 受け入 れ制隈な ど先端技術の 流出を防止す る

情報保護，技術囲い 込み を行 っ て きて い る
。

か つ

て ， 科学技術は人類の 共有財産で あ る と され広 く

開放 されて きたが，暗 写技術な どの 先端技術 は，

経済 ・軍事 的安全保障 と して ，国家に と っ て戦略

的意義が 大 き く，技術 情報を保護す るか，公開す

るか は ， 国益に と っ て きわめ て 重要な課題 とな っ

て い る
。

　情報保護は，人 ・金 ・物と同様に情報を守る活

動で あ る ． 銀行預金，土地 ・ 家 ・ 家貝な ど物的財

産，こ れ らを守 ろ うとする意 識をも っ て，行政情

ea　・企業情報 ・個人情報の セキ ュ リテ ィ を物理的 ・

論理 的に保護す る こ とで ある。 情報保護の 対象に ，

25

私生 活を乱 り に侵害 され な い 法的権利 と して の プ

ラ イ バ シ
ー
権，自己情報管理権，自己情報 ア ク セ

ス 権が あ る 。 プラ イ バ シ
ー

を保護す る とは 「自己

に関す る情報は 自らが コ ン トV 一ル す る」 とい う

個人の 人格的利益保護を基本に して い る 。 ま た ，

競合他社に 知 られ て は 困る企業機密の 漏洩を保護

す るこ と （不 IF競争防止法，営業秘 密保 護法）。

公務員 ・医師 ・弁護士 ， あ る い はプ ロ バ イ ダー
な

ど に求め られ る守秘義務 （職務上 知 り得た 他人の

プラ イバ シ
ー

を保護す る）が ある 。 さ らに，外交 ・

防衛 ・警察 ・公安な ど岡家の 安全保障 に関わ る行

政情報の 保護が あ る 。

　イ ン タ
ーネ ッ トの 情報通信 シ ス テ ム は ， 情報の

利便性 と保全性を高め る ため ，
ユ ーザ ー 工D とパ

ス ワ
ー

ドに よ る ア ク セ ス コ ン トロ
ール が用 い られ

て い る 。
ユ ーザー ID に は， ドメ イ ン名が使われ，

第三者機関に よ っ て 割当て られ ， ま た パ ス ワ
ー ド

は基本的に組織内で の 管理手段 とな っ て お り，そ

の セ キ ュ リテ ィ は 充分な もの で はな い 。 こ の た め

近年で はイ ン タ
ーネ ッ ト上で軍事 機密や顧客情報

の 漏洩 ， 窃盗 ， 知的所有権侵害， 人権侵害 ， 中傷

誹謗が多発 して い る。95年 7 月 の フ ラ ン ス 海軍司

令本部 の 軍事機密漏洩， 8月の 米国 シ テ ィ 銀行で

の 10億 円盗難事件，バ ー
チ ャ ル シ ョ ッ プ の 不正 取

引，ユ ーザ ー ID ・ パ ス ワー ド ・ ク レ ジ ッ トカ ー

ド番号漏洩 によ る現金引出 ， 電子掲示板上で の 名

誉毀損，猥褻 図画公然陳列 など，イ ン タ
ーネ ッ ト

利用者 の 増大 と共に 犯罪件数 も増加 して い る 。

　 日本 に お ける イ ン ターネ ッ トに 関わる事イ牛に は，

95年11月 ， 東京 T．me大学と東京理科大学の ホ ス ト

コ ン ピ ュ
ータ に 米国か ら不正 ア ク セ ス が あ り， 教

職員 らの パ ス ワ
ー

ドが盗 まれ る 。 97年 5月，朝 日

放送の ホ
ーム ペ ージの 天気予報画面が書き換 え ら

れ ， 猥褻画像が送 り こ ま れ る 。 同年10月， NTT

情報通信研究所の コ ン ピ ュ
ー

タ通信網が外部か ら

侵入され業務デ ータが流 出す る。 98年 1 月，イ ン

タ
ー

ネ ッ ト上 の ホ ーム ペ ージ で 高額宝 くじを販売

して い た業者が詐欺 の 疑い で 逮捕され るな ど の 事

件が おきて い る 。

　イ ン タ
ーネ ッ トは，数多くの コ ン ピ ュ

ータを 中

継拠点に して 情報を伝送 して い くた めパ ス ワ ー ド

漏洩に よる不正 侵入 ， 電 Fメ
ール の 盗み読み や改
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ざん
， イ ン タ

ー
ネ ッ ト ・シ ョ ッ ピ ン グ で の 不正 ア

ク セ ス，不正 な代金決済，不 正 コ ピー， プ ラ イ バ

シ ー侵害が発生 しや す い
。 ま た国境 を越 え た資金

移動に よ る脱税や マ ネー
ロ ン ダ リ ン グ （不正 資金

の 洗浄）に も利用 されや すい
。 そ して ， 紙幣 ・硬

貨 ・ 小切手 な どの決済機能を電子化 した電子 マ ネー

は ， 使用感覚に 乏 しくカ ー ド破産や カー ド地獄を

招来 しや すい とい う点に おい て も問題をは らん で

い る 。

　風水害 ・ 地震 ・ 火災な どの 自然災害，
コ ン ピ ュ

ー

タ ウ ィ ル ス ・ 不正 ア クセ ス 等の 人為的災害，こ れ

らか ら情報 シ ス テ ム を保護す る こ とは ， 情報化社

会が もつ 脆弱性 を克服す る こ とで あ る 。 92年 11月

に OECD （経済協力開発機構） は 「情報 シ ス テ

ム ・セ キ ュ リテ ィ
・ガイ ドラ イ ン」を採択 して い

る 。
こ れ は ， 国際的な情報ネ ッ トワ

ー
ク網の 拡充

に よ っ て ，情報シ ス テ ム 保護対策 を多国間で 調整

しよ う とす る もの で あ る 。 また GATT （関税と

貿易 に 関する
一般協定）に おい て も情報保護 強化

の た め の 項目と して 知的所有権，特許権，意匠権，

商標権を指定 して い る 。 さ らに96年 12月 に WIP

O （世界知 的所有権機関）は ， 情報保護強化 の た

め の 交渉項 目と して知的財産権を指定 し，イ ン タ
ー

ネ ッ トを利用 した違法 コ ピ
ー

を防止 す るた め の 統

一ル ール の 制定 に向 けた各国の 立法化 へ の 取 り組

みを 要請 した 。

　米国で は 96年 2 月に猥褻図画を 規制す るた め通

信品位法 （CDA ： Communications　Decency　Act）

を施行 しよ う と した が，憲法修正 第 1条の 表現 の

自由に よ り連邦最 高裁判所 に おい て 違憲判決が 出

され現在は無効とな っ て い る 。 また電子商取引に

課税 （州側）す る か，非課税 （国側） とす るか で

州 と国が対立 した 。 ドイ ツ で は ， 97年 8月よ りマ

ル チ メ デ ィ ア法が施行 されイ ン ターネ ッ トをめ ぐ

る法 的環境整備が行わ れ た 。 OECD シ ン ポ ジウ

ム で は 電 予商取引に お い て 消費者 を保護するた め

詐欺 と不実表示 の 防止， 被害救済 （紛争処理 ・救

済メ カ ニ ズ ム ），消費者の プ ラ イ バ シ ー保護，課

税 ・関税処理な どの 課題が提起 されて い る。

　イ ン タ
ー

ネ ッ トの ドメイ ン名 （階層型識別子）

は，商標 （Trade　 Mark ） と 同様 に ，企業 等の ア

イ デ ン テ ィ テ ィ を表現す る もの で ， 96年に ITU
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（国際電気通信連合） と WIPO は， ドメ イ ン名

が企業や個人 の ア イデ ン テ ィ テ ィ 表示機能を もつ

こ とか ら商標権 と して み なす べ き こ とや ， そ の 登

録 を商標権 の登録 と 同様に扱 う よ う勧告 して い る。

そ し て ， そ の 管理 は 国 毎 の NIC 　（Netw 。rk

Information　Center）で行わ れて い る。

　 イ ン ターネ ッ トの 利用 の 主体 が，研究か らビ ジ

ネ ス に移行す る に つ れて ，電 子商取引 の 信頼性が

追求 され るよ うに な り，デ ジタ ル 署名 （取引証拠

を 明確 に 残す ）， 取 引相手を確認 す る認 証 業務

（登記簿謄抄本，印鑑証明書等の 電子 文書化），公

開鍵の 認証機関へ の 登録 な ど不正 取引を防止す る

た め の 様 々 な措置が講 じられ る ようにな り， これ

らは フ ァ イ ア ウ ォ
ール （防火壁）の 役割 を果たす

もの で あ るが， こ の 安全対策の た めの 経費は ， 企

業の 情報化投資に 暗い 影 を落 と して い る 。

　電子商取引に つ い て は ，電気通信事業法を改正

し，イ ン タ
ー

ネ ッ トの プ ロ バ イ ダ
ー
事業，電話事

業，電子メール サ
ービ ス 事業等に企業が 自由に参

入で きる よ うに して い く必要 が あ る 。 また，サ イ

バ ー法 （コ ン ピ ュ
ー

タ犯罪法 ， デ ジタル 署名法等）

を立 法化 し，イ ン ターネ ッ ト周辺 の 法的環境 を整

備 して い かね ばな らな い
。

4 ．次世代イ ン ターネ ッ トを構築する情報政策と

　 情報文化

　95年 5月，独テ レ コ ム ，仏テ レ コ ム ，ス プ リ ン

ト （米国第 3位 の通信業者）の 3 社が 連合 し 「グ

ロ ーバ ル ワ ン」が設立 された 。 96年 11月 に は 英 国

の ブ リテ ィ シ ュ
・テ レ コ ム （BT ）が，米国第 2

位の 通信業者 MCI を買収 し新会社 「コ ン サー ト」

を設立す る 。 さ ら に 米国第 1 位の 通信業者 AT ＆

T は， 日本 の KDD ， ス ペ イ ン， ス ウ ェ
ーデ ン，

オ ラ ン ダ， ス イ ス ， イ タ リア の通信業者と 「ワ
ール

ドパ ー トナ ーズ」を設立 し提携関係を築い て い る。

こ うした 国際的企業連合 が進展 して い る背景には，

イ ン タ
ー

ネ ッ ト ・ビジネス の 競争激 化が ある 。

　米国で は 国家情報基盤 と し て の 情報 ス
ーパ ーハ

イ ウ ェ イ構想 ， 光 フ ァ イ バ ー
に よ る高速通信網敷

設計画 ， 高度研究教育 ネ ッ トワ ーク， そ して 国際

情報 ハ イ ウ ェ イ として の 全地球的情報基盤 の 構築

が着 々 と進展 しつ つ あ り，こ う した中で 95年 8 月
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に通信 ・ 放送事業 の 自由競争を実現す る た め の 通

信事業法が上下両院で 可決され ， 97年 2月 には ク

リ ン トン大統領が
一

般教書演説の 中で ，ポ ス トイ

ン タ
ーネ ッ トと して の 第 2 世代 イ ン タ

ー
ネ ッ トを

構築す る こ と に よ り，全て の 12歳児がイ ンターネ ッ

トを利用す る こ とが で き る教育環境の 実現をめ ざ

す と発表 した 。 ま た 7月 に は グ ロ
ーバ ル な 電子商

取引 の ため の 5原則と 9 課題 を発表 し，政府が 民

間の 電子商取 引活動 を奨励 。支援 し，税や手続 き

など電子商取引の 発展を 阻害す る規制 の 回避，法

的環境整備 を行 うこ とを宣言 して い る 。

　欧州 に お い て は ， 最大手の イ ン ターネ ッ ト接続

業者， EU ネ ッ ト （本部ア ム ス テ ル ダム ）主 導で

電子マ ネ
ー

が欧州全域に 導入 され，電 子商取引が

急速に 普及 して い る 。 97年 7月に ドイ ツ の ボ ン で

行わ れ た 「グ ロ
ーバ ル な情報ネ ッ トワ

ーク に 関す

る欧州閣僚会議」 では ， 競争の 促進 ， 電子署名，

認証 シ ス テ ム の確 立，情報ネ ッ トワ ー
ク の 利用者

保 護な ど 7項目の 宣 言が採択 され 国際的連携が 図

られて い る 。

5．結論

　目本にお い て は，97年の行政機関全体で パ ソ コ

ン が 職員L5 人に 1 台の 割 合で 普及 して い る と さ

れて い るが
， 地方自治体 の LAN 接続比率は 31％

に と どま っ て い る 。 また学校で の イ ン ターネ ッ ト

接続 は，95年か ら全国111の 小 中高校 で 開始 され

て き たが，97年の 接続比率は 10％ に達 して い な い
。

2000年 まで に全 国 3 万 8千の 公立 の 小中高校を イ

ン ターネ ッ トに接続する計画や光 フ ァ イバ ー通信

網を全国の 学校 と病院に 張 りめ ぐらす計画が ある

が，国家情報基盤の 構築まで に は至 っ て い な い
。

　 日本の 情報政策は ， 国内省庁や各機関の 利害調

整が障壁 とな っ て 末整備で あ る 。 高度情報化に 対

応 して い くた め に は，図 2 「共通情報基盤 に よる

電 子商取 引」 で示すよ うな文書の 電子化や 国際的

認証機関 の設立 に より国家 間の 情報基盤 を構築す

る情報政策が立案 されな けれ ばな らな い 。 各省庁

毎 の 情報政策は，産業 ・地域 ・文化の 情報化 と し

て 総合 し，
シ ス テ ム 化 して い く必要が ある 、， 省庁

の 行政サ ービス と い うレ ベ ル の 枠 を超 えた，総合

的な政策立案，そ して 規制や制度 の緩和 を行 う，

情報政策の グラ ン ドデザイ ン を構築す る こ とが求

め られ て い る 。

　情報政策は ア メ ニ テ ィ （生活の 快適性）あふ れ

る情報文化を形成す るた め，計画 し実施 して い か

ねばな らない
。

こ の 情報文化は ， 既に 過去 の もの

とな っ た 処方箋 に よ る の で は な く，新た な コ ン セ
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図 2　 共通情報基盤に よる電子商取引
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プ トを樹立 す る必 要が ある 。 こ の 新た な コ ン セ プ

トを抽象的な概念で表現す る と した ら，発展性，

可能性， 刺激性，便利性，自由性，安心性，豊冨

性 となる。 これ ま で 人 々 は，土地，物質，所得を

よ り多 く保有す る こ とを豊か で あ るため の 指標に

して きた と思 わ れ る 。 高度技術は豊 かなふ れ あ い

の ため に活か され，強 い絆で 結ばれ た経済 ・社会

を形成 して い か な けれ ばと願う もの で あ る 。 それ

は ，
Technology 　 Without　 Message で は な く，

Technology　with 　Message （高度技術 に よ る豊か な

ふ れ合い ）の あふ れた情報文化 に求め る こ と が で

きる。

　Technology　with 　Message の あ ふ れ た 情 報文化

とは何か 。 社会は 土地の ，情報は種子 と して の 特

質 をも っ て い る 。 種子が土地 に ど の よ うな根を張

り枝葉 を茂らせ花 を咲か せ る か は ， どの よ うな種

子をい つ ，どこ に ， だれ が 蒔くの か ，生育の方法

は どうか に か か っ て い る 。 70年代か らの 情報化 の

進展過程 は ， 経済先導 ・社会追従型の パ ラ ダイ ム

が 支配的であ っ た
。

イ ン タ ーネ ッ トと電子商取引

を生産性 ・ 効率性だ け の ツ
ール と して と らえ る視

点か ら脱却 し，社会集 団の 調和あ る発展の ため の

ツ ール として と らえ る視点が求め られて い る 。

　 ア メ ニ テ ィ を求め る人類の 心 と情報技術の 結合

と い う情報文化 の パ ラダイ ム を前提に，経済 ・社

会の すべ て の 情報の 生産点 に お い て ， ワ ン ・ベ ス

ト ・ ウ ェ イ の 模索を つ づ ける こ とに よ っ て ，人 と

人 とが強い 絆で結 ばれた社会 ， 豊か なふ れ合い の

た め に 高度技術が活か され る社会を形成 して い か

ね ばな らな い Q
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1998年 8月10H 採録
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